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障害福祉サービス費等の電子請求について 
 

１ 電子請求受付システムについて 

（１）請求提出期間 

    請求提出期間は、毎月１日～１０日です。請求締切日時については、土・日・

祝日の場合も毎月１０日１７時１５分までとなります。締切日時を過ぎますと、

送信エラーとなりますのでご注意ください。 

    なお、令和２年度５月、８月、１０月、１月は、締切日が土・日・祝日となる

ため、締切日にエラー等の問い合わせ対応ができませんので、早期提出にご協力

願います。 

   ◆別紙１「令和２年度障害福祉サービス費等の請求、支払に関する日程表」をご 

確認ください。 

 

（２）パスワード 

①パスワードの入力誤り 

    パスワードは大文字及び小文字を判別します。エラーが表示されましたら、文

字入力モードの状態をご確認いただき、大文字及び小文字を区別の上、正確に入

力し直してください。 

なお、電子請求受付システムのログイン時、又は請求情報送信時にパスワード

を３回連続で誤ると、システム側で一時的にロックされます。ロックは３０分経

過すると自動的に解除されますが、時間に余裕がない場合には国保連合会へお問

い合わせください。 

  ②パスワード変更 

    電子請求受付システムでは、セキュリティ対策としてログイン時のパスワード

に有効期限（１８０日）を設定しています。パスワードの有効期間が近づくと、

ログインする際にパスワード変更の案内が表示されますので、速やかに変更して

ください。有効期限が切れたパスワードではログインができなくなります。 

  ③パスワードの再発行依頼 

    上記のほか、パスワード紛失等の理由で仮パスワードの再発行が必要な場合に

は、宮城県国保連合会ホームページの「障害福祉サービス費請求」のページから

「電子請求受付システムパスワードの再発行依頼書」をダウンロードし、印刷の

上、郵送にてご提出ください。 

 【注 意】パスワードについては紛失しないよう、厳重に保管し、管理してください。 

 

（３）電子証明書 

    電子請求受付システムで請求を行うためには、使用するパソコンに電子証明書

のインストールが必要となります。 
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  ①有効期間・発行手数料 

電子証明書の有効期間は３年間で電子証明書発行手数料は７，８００円となり

ます。お支払は、発行申請の翌月以降に給付費との相殺となります。（希望によ

り口座振込も可能です） 

  ②更新手続 

    電子証明書の有効期間以降の請求情報は送信エラーとなりますので、有効期間

満了前に電子証明書の更新が必要です。更新手続きには２日ほどお時間がかかり

ます。請求締切当日に送信エラーとならないよう、事前に更新手続きをお願いし

ます。 

   ≪手続きの流れ≫ 

    発行申請⇒ 発行依頼中 ⇒ 発行待ち ⇒ 発行済み ⇒インストール 

     （事業所）           （国保連合会にて処理中）           （事業所） 

    ※電子請求受付システムの「証明書」ボタンから操作します。 

    ※手続きには、事業所開設時に送付する「電子請求登録結果に関するお知らせ」

（テストＩＤ記載）に記載されている、「電子証明書発行用パスワード」が必要

です。 

 【注 意】「電子証明書発行用パスワード」を紛失した場合には、以前のパスワードで

取得した電子証明書を再インストールすることができないことから、新たに発

行申請手続きを行い、電子証明書発行手数料が発生することになりますので、

パスワードの紛失にはご注意ください。 

  ③代理人請求 

    複数の事業所番号を保有されている場合、法人で１つの電子証明書を取得し、

複数事業所の請求情報送信及び通知文書の取得を１か所で集約して行う代理人請

求が可能です。事務の効率化や電子証明書発行手数料の負担軽減等のメリットが

ありますが、事業所単位での請求情報送信と通知文書の取得はできなくなります。  

  ④介護保険事業所・障害者総合支援事業所双方を保有している事業所について 

    介護保険事業所・障害者総合支援事業所双方を保有している事業所は、介護・

障害共通の電子証明書を取得し、代理人請求を行う事が可能です。 

    電子証明書発行手数料については、有効期間が３年間で１３，９００円となり

ます。 

   ◆代理人請求については、別紙２「代理請求を希望する事業所のみなさまへ」を

ご確認の上、ご不明な点があれば国保連合会へお問い合わせください。 

 

（４）通知文書について 

①パソコン交換時の注意 

    パソコンを交換した場合、新しいパソコンに電子証明書をインストールしない

と当該請求情報に関する通知文書が取得できませんのでご注意ください。 

  ②取得可能な期間 

    電子請求受付システムから通知文書が取得可能な期間は３か月間です。取得漏

れのないよう随時ご確認ください。(定期的にバックアップを取ることをお勧めし

ます。) 
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 ③通知文書の詳細 

    通知文書の詳細については、宮城県国保連合会ホームページの「障害福祉サー

ビス費請求」のページに掲載しております。ご不明な点がありましたらホームペ

ージをご確認ください。 
 

（５）簡易入力システムについて 

<パソコン交換時の注意> 

    パソコンを交換し引き続き簡易入力システムを利用する場合、交換前のパソコ

ンで使用していた簡易入力システムから媒体等にバックアップを取ることでデー

タ移行することが可能です。操作方法については、電子請求受付システムの「ダ

ウンロード」ボタンから操作し、「電子請求受付システム操作マニュアル（簡易入

力）」をダウンロードしてご確認ください。 

 

２ 仮審査について 

平成３０年１０月請求から仮審査を行っています。別紙１の仮審査対応締切日

までに請求データを送信した場合、国保連合会において仮審査を行います。仮審

査処理日段階でエラーとなる請求情報を「取込エラーリスト」又は「仮審査処理

結果票」にて通知します。 

事業所のみなさんが請求締切前にエラーを確認し、請求情報の差替えを行うこ

とで、返戻件数の削減が見込まれます。 

仮審査処理結果票等を確認し、請求情報の訂正をしたい場合は、受付締切日（毎

月１０日１７時１５分）までに電子請求受付システムにて請求の取下げを行い、

再請求を行ってください。仮審査の結果を確認し、取下げしなかった請求情報に

ついても、当月請求分として取扱います。 

 

３ 過誤調整について 

（１）過誤調整処理 

    過誤調整は、支払済みの給付実績の取下げを市町村に依頼し、再作成した請求

情報を新たに提出することで、給付費の過不足を相殺するものです。 

   ◆別紙３「過誤調整のイメージ」を参照してください。 

 

（２）受給者証交付市町村（請求先）への連絡と過誤調整依頼書の提出 

    過誤調整を依頼する場合は、事前に受給者証を交付している各市町村へご連絡

をお願いします。その際、「何月の受付時に過誤調整の再請求分を国保連合会へ 

送信したらよいか」を必ず確認してください。 

    なお、電話等の連絡のほか、手続きには「過誤依頼書」の提出が必要です。過

誤依頼書様式は宮城県国保連合会ホームページの「過誤（取下げ）」のページから

取得できます。  

   ※国保連合会への提出は不要です。 
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４ 振込先口座の変更について 

口座名義（法人代表者）、口座番号、取引先銀行等が変更となる場合は、国保

連合会に「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」を提出してくださ

い。その際、「金融機関名」「口座番号」「口座名義」が明記された口座通帳（表

紙）のコピーを添付する必要があります。月末までご提出いただき、翌月２０日

振込分からの変更となります。 

なお、「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」については、宮城

県国保連合会ホームページの「振込口座登録・変更」のページから取得できます。 

 

５ お問い合わせ先 

（１）加算等の算定及び単位数に関すること 

 

   ○事業所の届出内容による加算・・・・事業所指定機関（宮城県又は仙台市） 

   ○受給者証に記載されている加算・・・受給者証を交付している市町村 

 

（２）電子請求受付システム、簡易入力システム、取込送信システムに関すること 

 

   ○電子請求ヘルプデスク 

    ＴＥＬ：０５７０－０５９－４０３ 

    ≪受付時間≫ 

     請求期間（毎月１～１０日）の受付時間 

      平日    １０：００～１９：００ 

      土曜日   １０：００～１７：００ 

      ※日・祝日の受付は行いません。 

     請求期間以外（毎月１１日～月末）の受付時間 

      平日    １０：００～１７：００ 

      ※土・日・祝日の受付は行いません。 

 

（３）その他 

 

   ○宮城県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

    ＴＥＬ：０２２－２９０－２１００（障害福祉サービス担当直通） 

    ≪受付時間≫ 

      平日    ８：３０～１７：１５ 

      ※土・日・祝日の受付は行いません。 



別紙１

請求月
請求情報

仮審査対応締切日
仮審査処理及び

仮審査関係通知送信日
受付締切日 返戻関係通知送信日 支払関係通知送信日 支払日

令和２年
４月

４月７日（火） ４月８日（水） ４月１０日(金) 　４月２８日（火） 　５月８日（金） 　５月２０日（水）

５月 ５月６日（水） ５月７日(木) ５月１０日(日) 　５月３０日（土） 　６月２日（火） 　６月１９日（金）

６月 ６月７日（日） ６月８日(月) ６月１０日(水) 　７月１日（水） 　７月２日（木） 　７月２０日（月）

７月 ７月７日（火） ７月８日(水) ７月１０日(金) 　８月１日（土） 　８月４日（火） 　８月２０日（木）

８月 ８月５日（水） ８月６日(木) ８月１０日(月) 　９月１日（火） 　９月２日（水） 　９月１８日（金）

９月 ９月７日（月） ９月８日(火) ９月１０日(木) 　１０月１日（木） １０月２日（金） １０月２０日（火）

１０月 １０月７日（水） １０月８日（木） １０月１０日（土） 　１０月３１日（土） １１月３日（火） １１月２０日（金）

１１月 １１月５日（木） １１月６日(金) １１月１０日(火) 　１２月1日（火） １２月２日（水） １２月１８日（金）

１２月 １２月７日（月） １２月８日(火) １２月１０日(木) 　１２月２９日（火） 　１月５日（火） 　１月２０日（水）

令和３年
１月

１月６日（水） １月７日(木) １月１０日(日) 　１月３０日（土） 　２月２日（火） 　２月１９日（金）

２月 ２月７日（日） ２月８日(月) ２月１０日(水) 　２月２７日（土） 　３月２日（火） 　３月１９日（金）

３月 ３月７日（日） ３月８日(月) ３月１０日(水) 　４月１日（木） 　４月２日（金） 　４月２０日（火）

※受付締切日時については、土・日・祝日の場合も毎月１０日午後５時１５分までとします。

※受付時間を過ぎますと送信エラーとなりますので、締切時間は厳守願います。

※土・日・祝日の電話受付は行いませんので、ご了承願います。

※本会における処理及びシステム等の都合により、送信日が変更となる場合がございます。

令和２年度障害福祉サービス費等の仮審査及び請求、支払に関する日程表

宮城県国民健康保険団体連合会

※仮審査に係る注意※ 
 仮審査の開始によって、障害福祉サービス費等の支払につながる請求の締切日（毎月１０日午後５時１５分）が変

わるものではありません。仮審査対応締切日から請求の締切日（毎月１０日午後５時１５分）までに送信された請求

情報も今まで同様、当月請求分として取扱います。 

 

 上記、請求情報仮審査対応締切日までに請求情報を送信いただくと仮審査を連合会にて行い、仮審査処理日段

階でエラーとなる請求情報を「取込エラーリスト」又は、「仮審査処理結果票」にて通知します。 

 

 事業所のみなさんが請求締切前にエラーを確認し、請求情報の差し替えを行うことで、返戻件数の削減が見込め

ます。 

  

 仮審査処理結果票等を確認し、請求情報の訂正をしたい場合は、請求締切日（毎月１０日午後５時１５分）までに

請求の取下げ及び再請求を行ってください。仮審査の結果、取下げしなかった請求情報についても今まで同様、当

月請求分として取扱います。 
 



 

 

 

 

代理請求を希望する事業所のみなさまへ（障害者総合支援） 

電子請求受付システム代理請求申請の参考資料について 
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代理請求の申請を行う場合は、必ず以下の資料をご確認のうえ申請いただきます

ようお願いいたします。 

 

１．「代理人申請電子請求をはじめる前に」 

２．「電子請求受付システム【代理申請】に関するＦＡＱ」 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

１．代理人申請電子請求をはじめる前に」ダウンロード方法 

【「電子請求受付システム総合窓口」(http://www.e-seikyuu. jp/)】 

 

 

①「電子請求受付システム総合窓口」トップページ→  

②代理人情報／代理人証明書の申請はこちら→  

③はじめての方→ 

④「代理人申請電子請求をはじめる前に」ダウンロード 
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２．「電子請求受付システム【代理申請】に関するＦＡＱ」ダウンロード方法 

【「宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ」(https://www.miyagi-kokuho.or.jp/】 

 

 

 

 

 

①「宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ」トップページ → 

②障害福祉サービス事業者のみなさまへ→ 

③障害福祉サービス費請求→ 

④「電子請求受付システム代理人登録申請書の記載方法」 

「電子請求受付システム【代理申請】に関するＦＡＱ」    ダウンロード 



２月２０日　支払情報（１月受付分）
データ
区分 支払元 受給者番号 提供年月 単位数 本来の単位数は・・・

請求 A市 1111111111 1000 →1200！

請求 A市 2222222222 1200 →1400！

請求 B町 3333333333 1400

請求 C町 4444444444 800 →1000！

支払単位数合計 4400 →600単位不足

３月１０日締切　請求情報①
データ
区分 請求先 受給者番号 提供年月 単位数

請求 A市 1111111111 1200

請求 A市 2222222222 1400 当月分

請求 B町 3333333333 1400 5000単位 ３月受付分　過誤（取下げ）情報②

請求 C町 4444444444 1000 データ
区分 市町村 受給者番号 提供年月 単位数

請求 A市 1111111111 1200 過誤 A市 1111111111 -1000

請求 A市 2222222222 1400 再請求 過誤 A市 2222222222 -1200

請求 C町 4444444444 1000 3600単位 過誤 C町 4444444444 -800

請求単位数合計 8600 →① 減額単位数合計 -3000

↓
②

４月２０日　支払情報（３月受付分）
データ
区分 支払元 受給者番号 提供年月 単位数

請求 A市 1111111111 1200

請求 A市 2222222222 1400

請求 B町 3333333333 1400

請求 C町 4444444444 1000

請求 A市 1111111111 1200

過誤 A市 1111111111 -1000

請求 A市 2222222222 1400

過誤 A市 2222222222 -1200

請求 C町 4444444444 1000

過誤 C町 4444444444 -800

請求単位数合計 8600 →①請求どおり決定

過誤（減額単数）合計 -3000 →②過誤（取下げ）分

支払単位数合計 5600 →当月分５０００単位＋加算算定もれ分６００単位

2019年12月

2020年2月

2020年3月

2020年4月

2019年12月

2020年2月

2020年2月

2019年12月 2019年12月

A市に過誤調整依頼

C町に過誤調整依頼

３人の利用者に２００単位

 
訂正して再提出された請求情報
（＋）と、過誤（取下げ）情報（－）を
国保連合会で集計し、調整します。 

 
３月受付分の請求情報①と過誤
情報②を相殺した結果が、支払情
報に反映されます。 

A
市
、
C
町
か
ら
国
保
連
合
会
へ
 

過
誤
（
取
下
げ
）
情
報
を
送
信
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※Ｑ１から順番に、あてはまる番号の矢印の方向へお進みください。

その他

【仙台市】

その他

Ｑ４
平成３０年度から令和２年
度までの経過措置期間の
場合は①に、
上記以外の場合は②にお
進みください。 令和３年度以降

【名取市】

令和３年度以降
【名取市】

Ｑ１
障害者総合支援法で指定を
受けている場合は①に、
児童福祉法で指定を受けて
いる場合は②にお進みくださ
い。

Ｑ３
事業所の所在地が「名取市」の場合
は①に、
上記以外の場合は②にお進みくだ
さい。

【仙台市】

Ｑ４
平成３０年度から令和２年
度までの経過措置期間の
場合は①に、
上記以外の場合は②にお
進みください。

Ｑ３
事業所の所在地が「名取市」の場合
は①に、
上記以外の場合は②にお進みくだ
さい。

６級地

Ｑ２
事業所の所在地が仙台
市の場合は①に、
仙台市以外の場合は②
にお進みください。

その他

Ｑ２
事業所の所在地が仙台
市の場合は①に、
仙台市以外の場合は②
にお進みください。

７級地

平成３０年度～令和２年度
【名取市】

平成３０年度～令和２年度
【名取市】

６級地

その他

７級地

① 

② 

② 

宮城県の地域区分〈平成30年度～令和２年度〉 

① 

① 

② 

① 

② 

② 

① 

別紙４ 

① 

② 

障害児支援の報酬 

① 

② 

障害者福祉サービス 
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